
 

別紙 

 

令和８年度空き家の所有者等調査業務委託仕様書 

  

１ 業務の主旨 

 本市では「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空家等の活用、適正

管理等に関する条例」に基づき、空き家の発生の予防、活用、適正管理など、総合的な

空き家対策を推進している。 

 管理不全状態のおそれがある空き家については、所有者等の全ての者に対して指導等

を行う必要があることから、正確に所有者等の情報を把握する必要があるが、調査に相

当の時間を要するため、早期指導の妨げとなっている。 

 本業務は、早期に指導に着手するため、民法に基づく相続に関する高度な専門知識を

有する専門家に所有者等の関係者の調査を委託するものである。 

 

２ 調査対象 

 本市に所在する、管理不全状態のおそれがある空き家の所有者等 

 

３ 定義 

この仕様書において、次に記載する用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 登記等  登記事項証明書または登記簿謄本の写し 

(2) 所有者等 所有権登記名義人及び法定相続人、所有者の親族などの関係者 

(3) 住民票等 住民票の写し及び戸籍謄本の写し 

(4) 依頼案件 登記等に基づき、受託者に調査を依頼する案件 

(5) 調査基礎資料等 本市が調査を依頼するに当たり取得した登記等及び住民票等 

 

４ 実施手順 

 本市が取得した土地及び建物に関する調査基礎資料等を基に、住民票等の調査を繰り

返すことにより、所有者等を特定する。事務処理フロー図（別添①）、所有者調査フロ

ー図（別添②）を参照のこと。 

 

（1） 本市は、業務依頼一覧（別紙１）と依頼案件の調査基礎資料等を受託者に貸与す

る。受託者は、登記等を受領後、速やかに担当者を決定するとともに、原則として

依頼日から１４日目に業務担当者一覧（別紙２）、所有者等の探索に必要な住民票

等の交付依頼書一覧（以下「交付依頼書一覧」という。）（別紙３）を作成し、重複

の依頼等の誤りがないことを確認したうえで、本市へ提出する。 

(2) 本市は、提出された交付依頼書一覧（別紙３）を基に入手した住民票等を貸与す

るとともに貸与通数管理表（別紙４）を受託者へ提出する。 

(3) 受託者は、貸与された住民票等の内容を確認し、次の調査に必要とする交付依頼

書一覧（別紙３）を作成し、重複の依頼等がないことを確認したうえで、依頼日か

ら原則２８日目に本市へ提出するとともに、貸与された住民票等は返却する。 

(4) 所有者等の特定に至るまで、(2)及び(3)の手順を繰り返し行う。なお、本市への



 

 

提出期限及び貸与された住民票等の返却は、(2)及び(3)に準じた期限となるよう努

めること。 

(5) 受託者は、依頼日から原則として２８日目に、関係者一覧資料を作成し、内容に

不備等がないことを検査したうえで、自主検査結果報告書を作成し、本市の確認を

受ける。ただし、市外への公用請求や相続等により調査に時間を要するときは、本

市と受託者との協議のうえ、別に期限を定めるものとする。 

(6)  受託者は、本市による成果品の確認を受け、受領を認めた成果品について、成果

品作成報告書（別紙５）、を作成し、成果品とともに本市へ提出する。 

 なお、依頼案件は、月平均３０件程度を見込むものとする。ただし、自然災害等

の影響により増減することがある。 

(7)  受託者は依頼案件の所有者等が特定に至らなかった、又は、やむを得ず調査を中

断するときは、本市の指示に従い、内容に不備等がないことを検査したうえで、関

係者一覧資料及び自主検査結果報告書を作成し、本市の確認を受け、その後、成果

品作成報告書（別紙５）と成果品を本市へ提出する。なお、委託契約の期間内に調

査が完了していないものは、継続調査表（別紙６）を作成し、提出すること。 

 

５ 成果品 

 種別 内容 提出時の体裁 

(1) 関係者一覧資料 ・家系図（別添③） 

・関係者連絡先一覧（別添④） 

・継続調査表（別紙６） 

 

左記の資料の提出物については下

記のとおりとする。 

 

・紙媒体にて、紙ファイルに綴る

こと。 

・提出時は成果品一覧等を作成の

うえ、ファイルの１枚目に綴る

こと。 

・物件IDごとに家系図、関係者連

絡先一覧、継続調査表の順でセ

ットし、物件ID順にファイルに

綴じる。 

・紙ファイルの表紙と背表紙に、

本業務名を記載し、１部提出す

ること。 

・この他、別添⑤「成果品作成に

ついて」も参照すること。 



 

 

(2) 自主検査結果報告書 ・自主検査結果報告書 

（任意書式） 

・(1)で作成した資料の内容に誤り

がないか自主検査を行うこと。 

・調査担当者と検査者の氏名、検

査日、検査項目と検査結果を記

載すること。 

(3) (1)(2)の電子データ 同上 ・(1)は全てExcel形式で収録する

こと。 

・(2)はWordもしくはExcel形式

で収録すること。 

・家系図、継続調査表、自主検査

報告書は、物件IDごとにフォル

ダに格納すること。 

・関係者連絡先一覧は、１ファイ

ルにまとめること。 

・電子データは全委託業務完了後、

全ての案件をCD－ROM等のメデ

ィアに収録して提出すること。 

※ 上記成果品の電子データは、本市が用意するクラウドストレージサービスに格納、

紙媒体は、郵送又は持参にて提出すること。 

※ クラウドストレージサービスの利用に必要なアカウントは受託者が体制に応じて

用意するものとする。 

 

６ 情報の目的外利用の禁止 

 受託者は、本市が提供する資料を含め、本業務の処理において取り扱う情報を本業務

における利用の目的を超えて利用してはならない。なお、本業務が終了した後も同様と

する。 

 

７ 情報の第三者提供の禁止 

 受託者は、本市が提供する資料を含め、本業務の処理において取り扱う情報を第三者

に提供してはならない。ただし、本市の承諾を得たうえで、本業務の履行を第三者に再

委託し、又は請け負わせるときは、この限りではない。なお、本業務が終了した後も同

様とする。 

 

８ 情報の不正な複製等の禁止 

 受託者は、本市が提供する資料を含め、本業務の処理において取り扱う情報を当該処

理の用以外の用に供する目的で複写又は複製をしてはならない。なお、本業務が終了し

た後も同様とする。 



 

 

 

９ 統括者・管理担当者・主任担当者 

 受託者は、契約後遅滞なく、本件業務に関する統括者及び管理者の下で担当業務を行

う主任担当者を定め、業務開始前に、統括者・管理担当者・主任担当者通知書（別紙７）

を本市に提出するものとする。 

 

10 個人情報の取扱い 

  個人情報の取扱いについては、個人情報取扱い事務の委託契約に係る共通仕様書（別

紙10）のとおりとする。 

 

11 協議書の作成について 

 本業務において協議を実施した場合は、受託者側で速やかに協議書を作成し、本市の

確認を受け提出すること。 

 

12 その他 

(1)  本仕様書に疑義が生じたとき、又は、本仕様書に明示がない事項については、都

度、本市と受託者との協議のうえ決定する。 

(2)  委託期間中に管理不全状態のおそれが解消される等、調査不要となった場合は、

本市は受託者に対して調査依頼の取り下げを指示する。その場合、受託者は取り下

げの指示を受けたときまでに発生した費用を請求できるものとする。 

 

13 支払について 

(1) 本件業務にかかる委託料は、受託者が交付依頼書一覧（別紙３）を提出し、本市

から貸与を受けた住民票等の確認業務１通ごとに費用を支払う単価契約方式とする。

ただし、確認業務において、貸与を受けた住民票等で資料に重複がある場合は、重複

分は確認通数に含まない。なお、成果品の作成等に関する費用については、住民票等

の確認業務に含むものとする。 

(2) 委託料については、委託業務実績報告書（別紙８）と完了届（別紙９）に基づき、

委託期間終了後の支払いとする。ただし、履行期間内であっても委託費用の上限に達

した場合には、その時点で調査依頼を終了する。また、最終出来高の総額が委託費用

の上限に満たない場合は、実際に履行した数量に応じて、委託料の減額を行うものと

する。 

 

14 クラウドサービスについて 

 本市が用意するクラウドストレージサービスは、Googleが提供するオンラインストレ

ージサービスのGoogleドライブとする。 

 受託者は、GoogleLLC が提供するオンラインアプリケーションセットである

GoogleWorkspaceのアカウントを業務の実施体制に応じて必要数用意すること。 



別添① 

【受託者】 

 

（調査担当者） 

 

【本市】 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

入金確認 

 

所有者調査 

 

【令和８年度空き家の所有者等調査業務 事務処理フロー図】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【業務依頼一覧】 

【資料貸与】 

【調査料支払】 

調査業務 

 

 

登記 

住民票・戸籍 

（確認繰返し） 

 

【委託業務実績報告書】 

【完了届】【請求書】 

 

現地調査 

（管理不全状態判定） 
登記調査 

通報受理 

管理業務② 

依頼受理 

 

調査担当者選定 

【資料貸与】 

調査終了 

 

まとめ資料作成 

関係資料ファイリング 

助言・指導 

管理業務⑤ 

実績件数とりまとめ 

 

所有者等特定 

【業務担当者一覧】 

【委託料支払】 

解決 

【依頼】 

【資料貸与】 

 

【実績報告】 

管理業務⑥ 

入金確認 

調査料支払 

業務委託契約 

成果品確認 

 

資料確認 

 

 

委託料 

支払事務 

 

住民票・戸籍 

［公用請求］ 【資料確認・受領書】 

 

調査業務依頼 

管理業務① 

契約 

【契約書】 

【統括者・管理者担当者 

・主任担当者通知書】 

【成果品提出（確認）】 

【継続調査表：年度末】 

【自主検査結果報告書】 

【資料返却】 
管理業務④ 

成果品の自主検査 

  【成果品提出】 

  【資料返却】 

管理業務③ 

重複依頼・記入不備

なしの確認 

貸与資料の管理 

【交付依頼書】 

【手直し指示】 

【交付依頼書】【管理表】 

【資料貸与】 

【成果品提出】 

【成果品作成報告書】 

【成果品受領書】 

【資料返却】 



別添② 

 

 
 

 



作成日：R●年●月●日
調査状況：特定済み

家系図
R8年度　成果品

別添③
物件ID：５０８０００

【建物、土地】

済

済

（所有者）

済

１

未婚
済 存命 子なし

済 済

２

未婚

済 存命 子なし

３

存命

子３人　A

子なし

子３人　

京都　菊子
※相続が多岐にわたる場合，グループ分けし
た上で，別途家系図を作成する

烏丸　春子（２）

京都　太輔（１）

京都　正（２）

昭和３２　離婚

存命

生： 昭和２年１２月１３ 日

亡： 平成２０年９ 月９日

生： 大正１３年７月１日

亡： 平成３０年１月２５日

京都　八郎 中京　桜子

生： 昭和３年４月７日

亡： 昭和５５年３ 月１日

調査不可 京都　太郎 烏丸　秋子

東山　九郎 京都　れいこ

生： 明治２６年１０月５ 日 生： 大正１１年１月２３日

亡： 昭和２６ 年２月２ 日

京都　花子 京都　光博（１）

東山　花江

生： 大正１１年１０月５日

昭和４０　婚姻

京都　梅子

生： 昭和６年５月１５日

生： 昭和２年１２ 月１日

亡： 昭和４７年６月５日

中京　宏太

生： 大正６年１月２ 日

亡： 昭和５３年４ 月２２ 日

京都　大貴

生： 大正８年５月１日

亡： 昭和４８年２月１日

生： 明治２８年１１月１ 日

亡： 昭和３０ 年８ 月７ 日

養子 昭和２.1.1

亡： 昭和6年1月1日

調査不可：経年廃棄済

調査不可：経年廃棄済

調査不可：経年廃棄済

明治31.3.31以前の戸籍交付不可

明治31.3.31以前の戸籍交付不可

亡： 昭和10年2月3日

亡： 昭和8年5月10日

相続無関係調査不要

生：昭和２５年３月１０日

生：昭和４１年５月２０日

調査不可：焼失

調査不可：焼失

（相続持分を有していた者）
（１）中京 桜子 昭和55年3月1日 死亡

（２）京都 光博 平成30年1月25日 死亡



R8年度
関係者連絡先一覧

別添④

物件ＩＤ 枝番 連絡先郵便番号 連絡先住所 連絡先名前
登記上の建物所有者と
の関係（建物所有者か

ら見た関係）
備考 調査状況 調査担当者 確認担当者



別添⑤ 

 

成果品作成について 

 
１ 家系図の基本フォーマットと構成 

⑴ ファイル形式と枠線 
 Excel の指定様式を使用し、空欄の枠線等は消さずにそのまま作成する。 

⑵ ヘッダー記載事項 
・右上に「物件 ID」「所有者種類」を記載する。 

※「所有者種類」は、【建物】、【土地】、【建物、土地】、【納税義務者】のいずれか。 
・左上に「作成日」「調査状況」を記載する。 

※「調査状況」は、特定済み、相続人不存在、調査中のいずれか。 
⑶ 枚数が多い場合の分割（全体図と詳細図） 
・A4 サイズ 2 枚以上になる場合はシートを分ける。 
・全体図（元番）：A3 サイズ可。被相続人・法定相続人等の全体像を作成する。 
・詳細図：A4 サイズ。家族ごとの詳細を記載する。 
・繋がり：分割部分にアルファベット（A, B…）を記載し、相互の繋がりを示す。 

⑷ 世代の配置 
 親、兄弟、子などの同じ世代が同じ列になるように縦位置を揃える。 

 

２ 家系図の視覚的なルール（色・記号） 

⑴ 枠の色 
・所有者：「赤」の枠。 
・相続人等：「青」の枠。 

⑵ 死亡者の表現 
・枠全体を「灰色」で着色（塗りつぶし）する。 

⑶ 存命者の表現 
・存命者の死亡日欄には「存命」と記載する。 

⑷ 関係者の番号 
・枠外（右上）に「1、2、3…」と通し番号を振る。 
・この番号は「関係者連絡先一覧」の枝番と一致させる。 

 

３ 家系図内の具体的な記載ルール 

 人物ごとの状況に応じて、以下のルールで記載し、枠内は空白にせず全て埋める。 
⑴ 「済」マーク（重要）： 
・所有者や相続人等が死亡している場合で、出生から死亡まで戸籍がつながっているこ

とを確認したら、枠外に赤字で「済」と記載する。 



別添⑤ 

・これは相続人調査が完了していることを示す重要なマークである。 
⑵ 氏名や元号の表記：苗字や元号は略さずに記載する。 
⑶ 所有者の表記：生存・死亡に関わらず「（所有者）」と記載する。 
⑷ 配偶者、子どもの有無 
・未婚で子がいない：「未婚」「子なし」と記載（例：「未婚 子なし」）。 
・（既婚だが）子がいない：「子なし」と記載。 
・存命の子がいる：氏名は書かず、人数のみ記載（例：「子 2 人」）。 

⑸ 婚姻・離婚・養子縁組・離縁 
・離婚・再婚：最終的な事項の年と内容のみ記載（例：「昭和 60 離婚」）。婚姻歴が複

数存在し、相続関係に影響する時は全てを記載。 
・養子・離縁：破線で結び、縁組又は離縁の年月日を記載（例：「養子 昭和 57.10.1」）。 
・認知：父の枠を作り破線で結び、認知年月日を記載（例：「昭和 60 認知」）。 

⑹ 調査不可の場合： 
・「大正 10.9.30 以前戸籍廃棄」「職権消除」などの理由を明記し、「調査不可」と記載

する。 
 

４ 関係者連絡先一覧の作成ルール 

⑴ 対象：現住所を特定した、存命の相続人等のみ記載する。 
⑵ 住所 
・都道府県名を含め、住民票どおりに記載する。 
・番地などの数字は全角数字を使用する。 

⑶ 郵便番号：半角数字を使用する。 
⑷ 調査状況の選択：関係者ごとの調査状況を「特定済み」「調査困難」「相続人不存在」

「調査中」から選択し、特定の条件があれば備考欄に記入する。 
※ 特定の条件の例 

・現住所が空き家住所の場合は特定済みを選択し、備考欄に「空き家住所」と記載。 
・住民票・戸籍等が取得できず、調査継続が困難 
・委託期間中に特定に至らなかった関係者は、備考欄に「調査中」と記載。 

⑸ その他 
・氏名等の異体字は、その旨を備考欄に記載すること（例：「邦」は異体字）。 

 

５ 継続調査表 

 委託期限内に特定に至らなかった案件について作成する。 
 



（別紙１）

依頼日 № 物件ＩＤ 区 町＋番地 調査指示 備考(追加指示等）

業務依頼一覧



（別紙２）

依頼日 № 物件ＩＤ 区 町＋番地 調査指示 備考(追加指示等） 調査担当者名 担当者№
調査担当者

ＴＥＬ

業務担当者一覧



交付依頼書一覧 （別紙3）

物件ID 資料No 請求種別 都道府県 市区町村 請求対象者 本籍 住所 生年月日 性別 戸籍筆頭者 筆頭者生年月日筆頭者性別 推定される事項 備考



（別紙４）

0 0 0 0 戸籍 男 0

担当者№ 住民票 女

確認通数

物件ＩＤ
交付
依頼日

資料交付
日

資料返却
確認日

資料№ 戸籍 附票 住民票 その他 備考 件数修正 通数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

赤色…京都市　黄色…自動入力または初期値

0

貸与通数管理表



 
（受託者→京都市） 

（別紙５） 

 令和   年  月  日 

成果品作成報告書 

 

 

京都市長 様 

 

 

                        

                       事務局名 

                       代表者            

 

 

下記の業務が完了しましたので成果品を提出いたします。 

 

記 

 

委託業務名：令和８年度空き家の所有者等調査業務 

 

 依頼日 № 物件ID 調査内容 備考 最終調査状況 

１       

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

１０       

 

以上 

 受付印 



R8年度　継続調査表

（別紙６）

基本情報

物件ID

所有者
※複数名いる場合も全員記載する
こと。

依頼時、調査指示

委託中、追加指示

継続調査対象者一覧　（※継続調査対象者の人数分「行」を増やしてください。）

氏名

所有者との関係性

請求先所在

所有者との関係性

請求先所在

所有者との関係性

請求先所在

所有者との関係性

請求先所在

所有者との関係性

請求先所在

次回請求先

次回請求先

詳細

次回請求先

次回請求先

次回請求先



 

（受託者→京都市） 

（別紙７） 

 

 

令和   年  月  日 

 

統括者・管理担当者・主任担当者通知書 

 

 

京都市長 様 

 

 

                  住所 

                  事務局名 

                  代表者名            

 

 

下記のとおり定めましたので、通知します。 

 

統 括 者 
（役職） 

（氏名） 

管 理 担 当 者 
（役職） 

（氏名） 

主 任 担 当 者 
（役職） 

（氏名） 

 

委 託 業 務 名 令和８年度空き家の所有者等調査業務 

履 行 期 間 令和   年  月  日から令和   年  月  日 



受託者→京都市） 

（別紙８） 
履行確認印欄 

  

 

 

 

令和  年  月  日 

 

委託業務実績報告書 

 

 

京都市長 様 

 

                       住所 

                       事務局名 

                       代表者            

 

 

先に提出した成果品作成報告書に基づき、下記のとおり業務実績を報告します。 

 

 

 

記 

 

 

１ 委託業務名  

令和８年度空き家の所有者等調査業務 

 

２ 委託期間 

令和 年 月 日から令和 年 月 日 

 

３ 依頼案件数 

     件 

 

４ 成果品 

⑴ 関係者一覧資料（家系図・関係者連絡先一覧表等）  

   住民票・戸籍等取得通数（取得資料の内訳） 

戸 籍 附票 住民票 
その他 

（廃棄証明等） 重複通数 
合計 

（通数） 

      

 



 

 

（受託者→京都市） 

（別紙８） 

 

 

  住民票・戸籍等取得件数（取得資料の内訳） 

物件ＩＤ 

資料の内訳  

戸 籍 附票 住民票 
その他 

（廃棄証明等） 
重複通数 計（通） 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

総合計（通）       

 

 



 （受託者→京都市） 

（別紙９） 
履行確認印欄 

  

 

 

令和  年  月  日 

 

 

 

完 了 届 

 

 

京都市長 様 

      

 

                  住  所  

                  事務局名  

                  代 表 者    

    

 

 

 

 

下記の業務が完了しましたのでご報告いたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 委託業務名  

令和８年度空き家の所有者等調査業務 

 

２ 税込み金額 ￥          円 

 


